
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

基
金
の
設
立

一

振
興
会
は
、
平
成
二
十
一
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
補
助
金
に
よ
り
、
平
成
二
十

六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
基

金
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と

（
附
則
第
二
条
の
二
第
一
項
関
係
）

。

１

第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
先
端
的
な
研
究
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
振
興
の
た
め
の
助
成
に
係
る
も

の
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

先
端
研
究
助
成
基
金

２

第
十
五
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
有
為
な
研
究
者
の
海
外
へ
の
派
遣
に
係
る
も
の
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業

務

研
究
者
海
外
派
遣
基
金

二

先
端
研
究
助
成
基
金
又
は
研
究
者
海
外
派
遣
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他
の
収
入
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ

れ
ら
の
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
こ
と

（
附
則
第
二
条
の
二
第
二
項
関
係
）

。

、

。

三

先
端
研
究
助
成
基
金
及
び
研
究
者
海
外
派
遣
基
金
の
運
用
に
関
し

通
則
法
第
四
十
七
条
等
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と

（
附
則
第
二
条
の
二
第
三
項
関
係
）



四

振
興
会
は
、
先
端
研
究
助
成
基
金
及
び
研
究
者
海
外
派
遣
基
金
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
基
金
に
残
余

が
あ
る
と
き
は

そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

附
則
第
二
条
の
二
第
四
項

、

。（

関
係
）

第
二

業
務
方
法
書

一

文
部
科
学
大
臣
は
、
通
則
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
方
法
書
（
第
一
の
一
の
１
に
掲
げ
る
業
務
（
先

端
研
究
助
成
基
金
を
こ
れ
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
に
限
る

以
下

先
端
研
究
助
成
業
務

と
い
う

に
係
る
部

。

「

」

。
）

分
に
限
る

の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

あ
ら
か
じ
め

関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
と
と
も
に

総
合
科

。
）

、

、

、

学
技
術
会
議
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

（
附
則
第
二
条
の
三
第
一
項
関
係
）

。

二

文
部
科
学
大
臣
は
、
通
則
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
業
務
方
法
書
（
先
端
研
究
助
成
業
務
に
係
る
部
分

に
限
る

に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
文
部
科
学
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は

あ
ら
か
じ
め

関
係
行
政
機
関
の

。
）

、

、

長
に
協
議
す
る
と
と
も
に

総
合
科
学
技
術
会
議
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

附
則
第
二
条

、

。（

の
三
第
二
項
関
係
）

第
三

中
期
目
標
及
び
中
期
計
画



一

文
部
科
学
大
臣
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
期
目
標
（
先
端
研
究
助
成
業
務
に
係
る
部
分
に

限
る

を
定
め

又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

あ
ら
か
じ
め

関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
と
と
も

。
）

、

、

、

に
、
総
合
科
学
技
術
会
議
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

（
附
則
第
二
条
の
四
第
一
項
関
係
）

。

、

（

。
）

二

文
部
科
学
大
臣
は

通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
中
期
計
画

先
端
研
究
助
成
業
務
に
係
る
部
分
に
限
る

の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
総
合
科
学
技
術
会
議

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

（
附
則
第
二
条
の
四
第
二
項
関
係
）

。

第
四

区
分
経
理

振
興
会
は
、
先
端
研
究
助
成
業
務
及
び
第
一
の
一
の
２
に
掲
げ
る
業
務
（
研
究
者
海
外
派
遣
基
金
を
こ
れ
に
必
要
な
費
用

に
充
て
る
も
の
に
限
る

以
下

研
究
者
海
外
派
遣
業
務

と
い
う

に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理

。

「

」

。
）

、

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

（
附
則
第
二
条
の
五
関
係
）

。

第
五

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
準
用

振
興
会
が
先
端
研
究
助
成
業
務
又
は
研
究
者
海
外
派
遣
業
務
と
し
て
支
給
す
る
資
金
に
関
し
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の

執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
を
準
用
す
る
こ
と

（
附
則
第
二
条
の
六
関
係
）

。



第
六

国
会
へ
の
報
告
等

一

振
興
会
は
、
毎
事
業
年
度
、
先
端
研
究
助
成
業
務
及
び
研
究
者
海
外
派
遣
業
務
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
事

業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と

附
則
第
二
条
の
七
第

。（

一
項
関
係
）

二

文
部
科
学
大
臣
は
、
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
意
見
を
付
け
て
、
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と

（
附
則
第
二
条
の
七
第
二
項
関
係
）

。

第
七

過
料

第
一
の
三
の
規
定
に
違
反
し
て
先
端
研
究
助
成
基
金
及
び
研
究
者
海
外
派
遣
基
金
を
運
用
し
た
振
興
会
の
役
員
は
、
二
十

万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

（
附
則
第
二
条
の
八
関
係
）

。

第
八

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


